


目　的

事　業

設　立 昭和23年設立、昭和39年大蔵省より社団法人の認可取得

組　織

会員数 11,912店（平成18年3月現在）

（社団法人 日本損害保険代理業協会の略称です。）

（代理店名およびメッセージ欄）

「損害保険代理店」（注）を会員とする団体で、次を目的としています。
・損害保険の普及と保険契約者の利益保護
・損害保険代理店の資質向上
・損害保険事業の健全な発達に寄与
（注）「損害保険代理店」とは、保険会社との間で締結した「損害保険代理店委託契約」

に基づき、保険会社に代わってお客様（保険契約者）と保険契約を締結し、保険
料を領収することを基本業務としています。実際には、お客様に保険についての
情報提供やアドバイスを行うとともに、事故が生じた場合には、保険金支払い
についてお客様と保険会社のパイプ役など種々の業務を行っています。

（注）日本代協が主催する保険大学で、2年間のセミナー、通信教育講座、海外研修（自由参加）を組み
合わせて実施し、所定の単位を修得すれば、修了となります。平成18年10月までに8,446人
が受講しています。

日本代協保険大学（注）を修了して、所定の試験に合格し、豊富な経験と高度な
知識を習得した実力者に「日本代協認定保険代理士」の資格を授与しています。
平成19年1月までに約5,800人が資格を取得し、全国各地で活躍しています。

日本代協認定保険代理士とは

日本代協とは

社会貢献
活動

損害保険の
普及に関する
啓発・宣伝

代理店制度や
業務に関する
調査・研究
および提言

代理店に対する
教育・研修
日本代協保険大学の運営、
日本代協認定保険代理士の
認定等

日本代協はチーム・マイナス6％に参加しています。

本部と47の都道府県損害保険代理業協会から構成されています。


